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管理職手当に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

平成31年３月29日 

新潟県人事委員会 

  委員長  鶴 巻  克 恕 

新潟県人事委員会規則第６－1831号 

管理職手当に関する規則の一部を改正する規則 

管理職手当に関する規則（規則第６－118号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)に対応する同表の改正後の欄中下線が

引かれた部分（以下「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部

分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しな

い場合には当該改正後部分を加える。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 

別表第１（第２条関係） 

組織上の区分 職 区分 

知事の事

務部局 

本庁 危機管理監 

 

部長 

 

 

局長（区分２種

のものを除く。） 

（略） 

１種 

 

（略） 

次長 

 

（略） 

２種 

 

（略） 

室長（課又はセ

ンターに置かれ

る室の長に限

る。） 

（略） 

５種 

（略） 

（略） 

（略） 

教育委員

会の事務

部局 

（略） 

図書館 （略） 

副館長 ５種 

生涯学習

推進セン

ター 

所長 

（略） 

（略） 

備考 （略） 

別表第１（第２条関係） 

組織上の区分 職 区分 

知事の事

務部局 

本庁 危機管理監 

知事政策局長 

部長 

防災局長 

交通政策局長 

 

 

（略） 

１種 

 

（略） 

次長 

観光局長 

（略） 

２種 

 

（略） 

室長（区分４種

のもの並びに韓

国室長及びロシ

ア室長を除く。） 

（略） 

５種 

（略） 

（略） 

（略） 

教育委員

会の事務

部局 

（略） 

図書館 （略） 

副館長 ５種 

生涯学習

推進セン

ター 

所長 

 青少年研

修センタ

ー 

所長  

 （略）  

（略） 

備考 （略） 

   附 則 

 この規則は、平成31年４月１日から施行する。 


